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JETRO では、情報、解釈などを出来る限り正確にするよう努めておりますが、本資料で

提供する情報などの正確性について JETRO が保証するものではないことをあらかじめ御

了承ください。 

 

 

ミャンマー連邦共和国政府 

経済商務省 

告示第１７/２０２３ 

ビルマ歴１３８４年、ダグー月の白分１１日目 

（２０２３年３月３１日） 

 

経済商務省は、商標権法第１０６条（ｂ）ⅰに基づき付与された権限を行使することにより、

連邦政府の承認を得て本規則を発行した。 

 

第１章 

用語と意味の説明 

１．本規則は「商標登録規則」と呼ばれる。 

２．本規則における用語の定義は、商標法における用語の定義と同一であるとする。 

また、以下の用語は以下を意味するものとする。 

（ａ）「法」とは商標法のことである。 

（ｂ）「出願人」とは、商標登録に関連する出願において出願人の欄に氏名又は名称を

記載する個人又は法人を意味する。 

（ｃ）「番号とリスト」とは、分類(Nice Classification)に従ってグループごとに詳細化

された商品又は役務の区分番号とリストを意味する。 

説明：分類(Nice Classification)とは、ニース協定(Nice Agreement)(１９５７年)に

基づき最終改正された、商標登録において商品及び役務を分類及び使用する

ための国際商標区分の分類を指す。 

（ｄ）「異議申立人」とは、法第２６条に基づく商標登録出願に関連して異議申立書を

提出する個人又は法人を意味する。 

（ｅ）「代表者」とは、商標権に関する機関又は登録機関に出願する者、異議申立人、

受益者又は利害関係者の代わりに第８９条に基づき選任された代表者を意味する。 

（ｆ）「手数料」とは、中央委員会を通じて連邦政府の承認を得た上で、本法及び本規

則に従って支払われるものと機関が定める手数料を意味する。 

（ｇ）「出願書」とは、当局が定める出願書を意味する。 



 

 

（ｈ）「登録」とは、出願された商標について審査官による審査を経て意見書を添えた

上で登録機関に提出され、登録機関によって登録が確認され登録されることを意

味する。 

（ｉ）「登録リスト」とは、当局が商標登録を承認又は拒絶したことを含む当該商標に

関連する情報を、電子的手段を含むあらゆる手段で記録したリストを意味する。 

 

第２章 

登録出願 

３．商標登録の出願人は、ビルマ語又は英語で出願内容を記載し、次のいずれかの方法を使

用して、出願書 TM-１で登録機関に出願するものとする。 

（ａ）当局が指定する電子システムを通じて出願する 

（ｂ）当局に出向いて出願する 

（ｃ）国が認めた郵便サービスによる配達で出願する 

４．出願には少なくとも次のものが含まれている必要がある。 

（ａ）商標登録の請求 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

ⅰ．個人名で出願する場合は、氏名、国民 ID カード番号及び完全な住所、又は、

外国人の場合は、氏名、パスポート番号及び完全な住所、もしくは、法人名で

出願する場合は、法人の名称、登録番号、種類、その設立国名及び完全な所在

地 

ⅱ．複数名で出願する場合は、連絡先となる出願人の氏名及び国民 ID カード番号、

又は、外国人の場合は、パスポート番号及び完全な住所(共同出願人の氏名及

び国民 ID カード番号、又は外国人の場合はパスポート番号及び完全な住所を

出願書原本に添付すること) 

（ｃ）出願人が代表者を定めている場合は、代表者名、国民 ID カード番号及び完全な

住所（出願書 TM-２を添付すること、出願人の永住国又は法人の所在地が国内で

ない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認証さ

れるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）本規則の第３章に定義されている商標の明確かつ完全な説明 

（ｅ）出願人が商標の重要な特徴として色彩を主張する場合、商標部分に含まれる主張

する色彩の名称、又は色彩によって識別されるシンボルコード番号及び各色彩に

関連する説明 

（ｆ）登録出願された商標の番号とリスト 

（ｇ）立体商標(Three-dimensional (３D) mark)又は複数の色彩の組合せのみからなる

商標(Combination of Color mark)として出願する場合、その商標と使用される商

品又は役務間で獲得した識別力(Acquired Distinctiveness)についての説明（出願人



 

 

はその理由書を提出すること） 

（ｈ）団体商標登録を出願する場合、その団体商標を合法的に使用するために出願団体

が定めた会員が遵守すべき規則（本規程は登録出願日から３か月以内に提出する

こと） 

（ｉ）周知商標を出願する場合、当該周知商標の商標権者が使用権を発行する際に従う

べき規則（本規程は登録出願日から３か月以内に提出すること） 

（ｊ）商標に含まれる文字又は部分が、商品又は役務の特徴を示す記号や表示、あるい

は現在の専門用語又は実際の取引条件における一般的な用語もしくは商標として

定義できないものであれば独占的使用権を要求しないものとする文字又は部分 

（ｋ）登録出願のために支払われる手数料の金額と、手数料が支払われたことを証明す

るもの 

（ｌ）出願人又は代表者の署名(署名には署名者の氏名と署名日を明記すること、当局

の指定に従って電子出願する場合、自筆署名は不要であり、出願人又は代表者の氏

名を電子フォームに記載すること、複数の出願人が出願する場合、出願人のうち１

名が出願人全員を代表して署名することを両者間で合意した証明書の写しを提出

すること） 

５．（ａ）商標登録出願の際、法第１７条（ｂ）ⅱに基づき優先出願権の取得を求める出願

が行われた場合 

ⅰ．パリ条約又は世界貿易機関の加盟国における商標登録の出願日、出願番号、国名及

び機関名を記載する必要がある。 

ⅱ．出願人が出願書を提出した日から３か月以内に前回の出願書の提出日、出願番号、

国名及び機関名が記載された出願書の写しをビルマ語か英語で提出する必要があ

る。 

ⅲ．優先権を主張する出願人は、前回の出願人と同じ出願人でない場合、前回の出願人

が優先権を譲渡したことを証明する書類を出願書とともに登録機関に提出する必

要がある。 

（ｂ）商標登録を出願する際、法第１７条（ｂ）ⅲに基づき博覧会に対する優先権が要求さ

れる場合 

ⅰ．パリ条約又は世界貿易機関の加盟国において関係政府が主催又は認定する国際博

覧会で最初に展示した日付と国名を記載する必要がある。 

ⅱ．出願人は、出願日から３か月以内に博覧会主催当局が発行した商標の実際の使用証

明を提出しなければならない。 

その使用証明は、商標が出願書の商品又は役務に使用されていることを示す有効

な証明である必要がある。 

ⅲ．博覧会の開始日とその博覧会で展示し始めた日付が異なる場合は、それぞれの日付

ごとに証拠を提出する必要がある。 



 

 

ⅳ．博覧会への優先権を出願する出願人は博覧会の最初の出展者でない限り、博覧会へ

の優先権を博覧会の最初の出展者によって譲渡された文書証拠を願書とともに登

録機関に提出する必要がある。 

６．出願人が優先使用権を出願する場合、本規則の第４章の規定に従わなければならない。 

 

第３章 

商標の説明 

７．出願書に商標を記載する際には保護しようとする商標の主要部分を明確に提示する必

要がある。 

８．立体商標(Three-dimensional (３D) mark)として出願する場合は、異なる方向から見た

外観(Different Views)を記載する必要があり、複数の色彩の組合せのみからなる商標

(Combination of Color mark)として出願する場合は、その商標が特定の形状又は特定の色

の組合せで構成されていることを記載する必要がある。 

９．商標に使用されている文字に、ビルマ語又は英語のアルファベットや文字もしくは数字

以外に、他の言語で使われているアルファベットや文字もしくは数字が含まれている場合、

これらにはビルマ語又は英語での音訳が必要である。 

１０．商標にビルマ語又は英語以外の他の言語の文字が含まれている場合、ビルマ語又は英

語に翻訳する必要がある。 

１１．出願書に記載されている商標は、以下の方法で添付書類として提出することができる。 

（ａ）紙面説明は、商標に関連する明確なビジュアル又は画像を含める必要があり、

A４(２９.７cm x ２１cm)以下でなければならず、その周囲には少なくとも２.

５cm の余白を残すこと 

（ｂ）電子説明はデジタル写真(.JPG)ファイル形式でなければならず、サイズが１

メガバイトを超えてはならない 

 

第４章 

優先使用権 

１２．法第９３条（ａ）に基づき出願する商標権者が以下の商標について第１３条に基づき

優先使用権を享受したい場合、商標登録出願が正式に受理された日から６か月以内に、本章

の規定に従って登録機関に出願を行うものとする。 

（ａ）法施行前の契約登録法(Registration Act, １９０８)の指令-１３及び契約登録法

(２０１８年、連邦議会法第９号)に従って契約登録機関で登録された商標 

（ｂ）法施行前の契約登録法(Registration Act, １９０８)の指令-１３及び契約登録法

(２０１８年、連邦議会法第９号)に従って契約登録機関で登録されていないが、国

内市場で実際に使用されている商標 

１３．商標権者がその商標に基づき使用する商品又は役務についての商標登録出願は、正式



 

 

に受理された日から５年以内に優先使用権を享受する。 

当該期間中の優先使用権に基づき、法第２６条に基づく異議申立て又は法第２７条に基づ

く反論を行う権利がある。 

１４．第１２条（ａ）における商標登録出願に当たって、証書登記所での登記証拠や地元紙、

雑誌、又はジャーナルの掲載など、登録商標であることを証明する証拠を添付する必要があ

る。 

１５．第１２条（ｂ）における商標登録出願に当たって、商標の使用を示す税金領収書又は

経費領収書、金銭や物品の領収書、統計、販促広告とマーケティング広告、地元紙、雑誌、

又はジャーナルの掲載など、登録商標であることを証明する証拠を添付する必要がある。 

１６．第１２条（ａ）における商標の優先使用権を主張する出願人は、法制定前の登記法に

基づき契約書類登記所に登録された商標権者ではない場合、その請求のために契約登録機

関で登録された商標権者が譲渡又は名義変更したという証拠を登録機関に提出する必要が

ある。 

１７．出願時に提出する添付書類について 

（ａ）商標権を取得したい商標と法施行前に登記法に基づき権利書登記局で登録され

た商標もしくは未登録だが国内市場で実際に使用されている商標は、それらが同

一であることに加え、その商標に使用される商品又は役務も同一でなければなら

ない。 

（ｂ）決定的でない証拠、拡大解釈して説明された商品又は役務は考慮されない。 

１８．法第３１条及び法第３２条に規定する優先使用権及び優先権には適用されない。 

１９．第１２条に基づき出願し登録を受けた商標について、商標権者が出願した日からの商

標権の登録が有効である限り、本条に基づく優先使用権は、第１３条で指定された期間中、

享受する権利がある。 

 

第５章 

出願の審査 

２０．商標登録出願について、機関が定める手数料を当局が指定する方法に従って支払い、

法第１７条（ａ）の要件を満たす商標登録出願の受領日を法第１８条に基づき国への登録出

願書の提出日として登録担当官が設定するものとする。 

２１．審査官 

（ａ）出願が法第１３条の規定に違反すると認められる場合、又は法第１７条（ａ）の

事項が完全かつ正確に含まれていないと判明した場合、又は法第１７条（ｂ）の関

連要素が含まれていないと判明した場合、登録機関の許可を得て出願人に通知し、

出願人は通知を受け取った日から３０日以内に修正又は説明を提出するものとす

る。 

（ｂ）（ａ）に基づき指定された期間内に出願が作成されなかった場合、その出願は放



 

 

棄されたものとみなされる。 

（ｃ）（ａ）に従って指定期間内に作成された場合、法第２３条（ｃ）に従って処理さ

れるものとする。 

２２．審査官は、第４条（ｊ）に基づいて記した文字又は部分の独占的使用権を要求しない

旨の記載が出願にない限り、商標登録を損なうことなくその商標の文字又は部分の独占的

使用権を要求しない旨を、登録機関の許可を得て出願人に通知するものとする。 

ただし、出願人の本来の権利は影響を受けないものとする。 

その対象となる文字又は部分が出願人の商品又は役務に関して重要な場合、その文字又は

部分について将来の出願において影響を与えたりするものではない。 

２３．（ａ）審査官は、出願人が出願した商標が法第１３条の（ａ）か（ｂ）の例外のいず

れかに該当するとして提出された場合、出願登録日より前にその商標を使用して

いることにより利用者間に周知となっていること、又は出願人が国内の商業分野

でその商標を実質的に少なくとも３年間連続して独占的に使用したことを示す十

分な証拠を要求することができる。 

（ｂ）審査官は、（ａ）に基づき提出された本人確認書類を確認した結果、不備が判明

した場合、登録機関の許可を得てその他の関連証拠を再提出するよう出願人に要

求することができる。 

２４．出願人が所定の期間内に、出願された商標が法第１３条の（ａ）か（ｂ）の例外のい

ずれかに該当するとして提出できない場合、審査官は意見書を添えて登録機関に提出する

ものとする。 

提出された場合、登録機関は出願全体又は一部が拒否されたことを出願人に通知し、公示す

るものとする。 

２５．登録機関は、立体商標(Three-dimensional (３D) mark)又は複数の色彩の組合せのみ

からなる商標 (Combination of Color mark) に実用 (Functional) 又は技術的創造性

(Technology)が含有する商標登録出願については、第２３条（ａ）にある情報を含有するか

にかかわらずその商標は登録できないものとする。 

２６．登録機関は、法第２５条（ｂ）に基づく商標登録出願の公示に次の内容を含める必要

がある。 

（ａ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｂ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所 

（ｃ）商標の説明 

（ｄ）登録出願された商標の番号とリスト 

（ｅ）出願書の提出日及び出願番号 

（ｆ）出願人が優先権を要求する場合、優先権に関する情報 

（ｇ）出願人が独占的使用権を要求しないものとする商標の部分 



 

 

（ｈ）出願した商標が継続使用により有意である旨の記載 

（ｉ）団体商標又は周知商標を登録出願する場合は、商標に関する情報 

 

第６章 

再出願 

２７．出願人は、通知を受け取った日から３０日以内に要件に従って出願を作成することを

遵守しないことにより商標登録出願に関する権利が失われる場合、遵守しなかったことに

より権利が放棄された日から６０日以内に商標登録出願書 TM-３を使用して登録機関に再

出願することができる。 

２８．第２７条に基づく再出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所（出願書 TM-２を添付すること、出願人の永住国又は法人の所在地が国

内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認

証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）再出願のために支払われる手数料の金額と、手数料が支払われたことを証明する

もの 

２９．登録機関は再出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知の送信日から３０日以内に修正する

よう出願人に通知する必要がある。 

（ｂ）出願人が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その出

願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、出願は受理される。 

 

第７章 

誤字及びその他の修正可能な誤りの修正 

３０．出願人の出願において、翻訳や手続証明、出願人の住所、代表者の勤務先住所の誤字、

商品又は役務の区分番号の修正や交換や拡大、商標を変更せずに商標にある文字又は部分

の独占的使用権を要求しない旨の追加又は修正、商標の翻訳、及びその他の修正が許可され

る誤りの修正を希望する場合、修正のため出願書 TM-４を使用して登録機関に出願するこ

とができる。 

３１．第３０条に基づき、出願人は、出願する場合は登録機関が商標の登録を許可又は拒否

する前、登録機関の決定に対する不服申立てを行う場合は政府機関が最終決定を下す前に、

これを行う必要がある。 

３２．第３０条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 



 

 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所（出願書 TM-２を添付すること、出願人の永住国又は法人の所在地が国

内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認

証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）誤記やその他の修正が許可される誤りの修正の出願のために支払われる手数料

の金額と、手数料が支払われたことを証明するもの 

３３．登録機関は誤記や修正が許可されるその他の誤りの修正の出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知を送信する日から３０日以内に修正

するよう出願人に通知する必要がある。 

（ｂ）出願人が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その出

願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、誤記や修正が許可されるその他の誤りを出

願に修正し、出願人に通知する必要がある。 

 

第８章 

出願の取消 

３４．出願人は、商品又は役務の区分の部分取消には、商標登録の出願全体又は出願内の商

品及び役務のいずれかを出願フォーム TM-５で登録機関に提出するものとする。 

３５．第３４条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所（出願書 TM-２を添付すること、出願人の永住国又は法人の所在地が国

内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認

証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）取消を求める番号とリスト 

３６．登録機関は商標登録の取消出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知を送信する日から３０日以内に修正

するよう出願人に通知する必要がある。 

（ｂ）出願人が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その出

願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された際、出願全体の取消を依頼する場合は出願全体を、

商品又は役務種類の部分の取消を依頼する場合は、出願内の商品及び役務の依頼

する部分の取消を行う必要がある。この取消は出願人に通知されるものとする。 



 

 

 

第９章 

商品又は役務のリストの拡大なし制限又は削減 

３７．出願人は、商標の登録出願に含まれる商品又は役務のリストを拡大せずに制限又は削

減するために、出願書 TM-６を使用して登録機関に出願することができる。 

３８．第３７に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所（出願書 TM-２を添付すること、出願人の永住国又は法人の所在地が国

内でない場合、出願書は、永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認

証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）商品又は役務のリストを制限又は削減するために支払われる手数料の金額と、手

数料が支払われたことを証明するもの 

３９．登録機関は商品又は役務のリストを制限又は削減するための出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知の送信日から３０日以内に修正する

よう出願人に通知する必要がある。 

（ｂ）出願人が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その出

願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、登録出願にある商品又は役務リストを作成

し、出願人に通知する必要がある。 

 

第１０章 

出願の分割 

４０．出願人は複数の商品又は役務が含まれている商標登録出願を複数の出願に分割する

には出願書 TM-７を使用して登録機関に出願することができる。 

４１．第４０条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所（出願書 TM-２を添付すること、出願人の永住国又は法人の所在地が国

内でない場合、出願書は、永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認

証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）商品又は役務の分割の出願のために支払われる手数料の金額と、手数料が支払わ

れたことを証明するもの 

４２．登録機関は、出願の分割の出願について 



 

 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知を送信する日から３０日以内に修正

するよう出願人に通知する必要がある。 

（ｂ）出願人が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その出

願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であることが判明した場合 

ⅰ．新しい出願ごとに、分割された出願と元の出願の完全な写しを含む別のファイ

ルを保存する必要がある。 

ⅱ．複数の商品又は役務が含まれている登録出願を新しい出願に分割することを

出願する場合、その出願ごとに元の出願の提出日は出願書の提出日とみなさ

れる。 

ⅲ．分割された出願ごとに新しい出願番号を別途定めて出願人に通知する必要が

ある。 

ⅳ．分割された新しい出願ごとに第２６条に基づき公示する必要がある。 

 

第１１章 

異議 

４３．第２６条に基づく商標登録出願について、異議申立人は発行日から６０日以内に法第

１３条と法第１４条に記載された理由のいずれかに基づき、出願書 TM-８を使用して登録

機関に異議申立てをすることができる。 

４４．第４３条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）異議申立てを求める商標の出願番号 

（ｂ）出願人の氏名 

（ｃ）異議申立書に含める番号とリスト 

（ｄ）異議申立人の氏名及び国民 ID カード番号、又は外国人の場合はパスポート番号

及び完全な住所、法人の場合はパスポート番号及び完全な住所、その名称、登録番

号、種類、その設立国名及び完全な所在地 

（ｅ）異議申立人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及

び完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、異議申立人の永住国又は法人の所

在地が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって

正式に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｆ）異議申立てのために支払われる手数料の金額と、手数料が支払われたことを証明

するもの 

４５．異議申立人は法第１４条にある異議申立てに関連する拒絶理由に基づく異議申立て

を行う場合、第４４条に記載された情報に加えて次の関連情報を添付する必要がある。 

（ａ）法第１４条（ａ）に基づく異議申立てがある場合 

ⅰ．自身が登録した、又は最初に出願した、又は優先権を出願した、又は譲渡権を



 

 

取得した、もしくは使用許諾を受けた商標と同一又は類似の商標であること

の明確かつ完全な説明 

ⅱ．自身が登録した、又は最初に出願した、もしくは優先権を出願した商標の場合、

出願書の提出日、出願番号、登録日、商標登録番号及び優先権主張日 

ⅲ．登録出願日を表示できない商標の場合、国内権利の保護が開始された日付を登

録担当官が承認できる証拠 

ⅳ．使用許諾を受けた者又は最初に商標権を得た者が出願する場合、異議申立書を

提出する権利の説明 

（ｂ）法第１４条（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）にある情報に基づき異議申立てがあ

る場合には、異議に関する証拠。 

４６．異議申立人が法第１４条の異議に関連する複数の拒絶理由に基づき異議申立てを行

う場合、その異議申立てごとに第４５条に定める情報が含まれている必要がある。 

４７．提出された異議申立書とともに添付書類の写しを２部提出する必要がある。 

４８．異議申立書で提出された事項を確認する際、複数の者が同一日又は同一優先権日に同

一又は類似の商標を登録出願しており、法第２０条（ｂ）に基づく協議の結果、双方の間で

合意に達しない場合、法第２０条（ｃ）に基づき登録機関は次のことを行う必要がある。 

（ａ）適切な方法を使用して交渉及び解決する。 

（ｂ）（ａ）に基づく交渉で合意に達しない場合、その商標の登録出願の取消を行う。 

 

第１２章 

異議申立ての手順 

４９．登録機関が異議申立書を受理した場合 

（ａ）まず、異議申立書を受理するか否かを決定し、異議申立人に通知するものとする。 

（ｂ）（ａ）に基づき、通知日から６０日以内に理由と証拠を提示すること、及びそれ

が周知商標である場合、異議申立者はその存在の証拠を提出するよう求められる。

異議申立人が提出した出願書及び身分証明書は出願人に通知される必要がある。

異議申立人が指定された期間内に提出しなかった場合、異議申立書は無効とみな

される。 

（ｃ）出願人は、異議申立人に対して（ｂ）に基づき証拠以外に商標の使用に関する証

拠と周知商標に関する証拠などの追加証拠を要求し、その証拠の要求がない場合、

答弁書とともに必要な証拠書類を通知日から６０日以内に出願人に通知する必要

がある 

（ｄ）出願人が追加の証拠を要求する場合は、商標の使用又は不使用の実質的な証拠を

通知日から６０日以内に異議申立人に通知する必要がある。 

（ｅ）異議申立人が追加の証拠を提示する場合、答弁書を通知日から３０日以内に提出

するよう出願人に通知する必要がある。 



 

 

（ｆ）更なる説明が必要と思われる場合、関係者に追加の理由又は他の文書の提出を通

知日から３０日以内に求めることができる。 

（ｇ）必要に応じて、両当事者は審問のために召喚される。 

（ｈ）異議申立ては、提示された理由、商品又は役務の種類及び書類に基づき決定され

る。 

（ｉ）法第２８条の（ｂ）と（ｃ）に基づき、登録リストにその決定を登録し、関係者

に通知するとともに公示する必要がある。 

５０．商標登録に対する異議申立てについて許可又は拒否を公示するには次の内容を含め

る必要がある。 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所 

（ｄ）異議申立てに含む番号とリスト 

 

第１３章 

周知商標として考慮すべき要素 

５１．登録機関は周知商標であるか否かを決定する際、以下を考慮するものとする。 

（ａ）国内の関連分野における社会的認知度又は知名度 

（ｂ）商標を使用した期間、範囲及び領域 

（ｃ）商標を使用した商品又は役務を広告した、あるいは博覧会に関連する展示会を含

む公共の場で商標を販売促進した期間、範囲及び領域 

（ｄ）商標の使用状況と認知度を測定するためには、その商標の著作権登録又は著作権

登録出願あるいはその両方に関連する期間と領域 

（ｅ）商標権に関する権利について成功した実績の記録、特に関係当局により周知商標

として認められた記録 

（ｆ）商標の価値 

（ｇ）商標が周知商標であるか否かを決定するその他の情報 

５２．第５１条に記載されている情報は、登録機関が商標を周知商標と決める際に役に立つ

ためのガイドラインであるが、検討の前提条件として考慮すべきではない。 

５３．登録機関は商標が周知商標であることを決定する場合、国内における知名度の範囲と

量に限定することなく、以下を考慮できる。 

（ａ）商標を利用した商品又は役務の実際の消費者又は潜在的消費者 

（ｂ）商標を使用した商品又は役務を流通又は運用する者 

（ｃ）商標を使用した商品又は役務の取引を行う事業者 

５４．登録機関は商標が周知商標であることを決定する場合、以下は考慮しないものとする。 



 

 

（ａ）商標の登録国内での使用が登録済み又は登録出願中であること 

（ｂ）国外の他の国で周知商標であること、登録済み、登録出願中、又は法的措置が取

られていること 

（ｃ）国内で人々に著名な商標となっていること 

 

第１４章 

登録と記録 

５５．商標登録出願に対して異議申立てがない場合、又は提出された異議申立を異議申立人

が撤回した場合、又は何らかの異議申立てにより拒否された場合は、登録機関が通知の送信

日から６０日以内に登録料を支払うよう出願人に通知するものとする。 

その指定された期間内に支払いが行われない場合、登録は放棄されたものとみなされる。 

５６．法第２８条（ｃ）に基づく商標登録の承認又は拒否の記録には、以下が含まれる。 

（ａ）出願番号 

（ｂ）出願人の氏名及び完全な住所 

（ｃ）出願人の氏名及び国民 ID カード番号、又は外国人の場合はパスポート番号及び

完全な住所、法人名で出願する場合はその名称、登録番号、種類、その設立国名及

び完全な所在地 

（ｄ）出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完

全な住所 

（ｅ）商標の説明 

（ｆ）商標登録可能な番号とリスト 

（ｇ）出願人が優先権を要求する場合、優先権に関する情報 

（ｈ）出願人が博覧会の優先権の取得を要求する場合、博覧会の優先権に関する情報 

（ｉ）出願人が独占的使用権を要求しないものとする商標の部分 

（ｊ）同時使用により登録要求される商品又は役務と商標との関係が明らかになった

理由の記述 

（ｋ）登録リストに記録された日付 

（ｌ）商標登録番号 

（ｍ）商標登録の有効期限の日付 

（ｎ）団体商標又は周知商標を出願する場合の出願情報 

５７．登録機関は法第２８条（ｃ）に基づく商標登録出願が 

（ａ）承認された場合、承認を登録リストに記録し、第５６条の情報に従って公示する

必要がある。 

（ｂ）拒否された場合、その拒否を登録リストに記録し、公示する必要がある。 

（ｃ）登録が認められた場合は、商標登録証明書が出願人に発行される。 

５８．商標権者が商標登録証明書の原本を破損又は紛失した場合に写しを発行するために



 

 

機関が定めた手数料を支払った後、法第２９条（ａ）に基づき出願書 TM-９で出願する場

合、登録機関は商標登録証明書の写しを発行しなければならない。 

 

第１５章 

登録リストの作成 

５９．商標権者は登録リストに記録された誤記を修正するため、国籍や住所を訂正するため、

あるいは登録商標、番号とリスト以外で修正が許可される誤りを修正するために、出願書

TM-１０を使用して登録機関に出願することができる。 

６０．第５９条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）商標の登録番号 

（ｂ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｃ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、商標権者の永住国又は法人の所在地

が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式

に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）登録リストの訂正出願のために支払われる手数料の金額と、手数料が支払われた

ことを証明するもの 

６１．登録機関は商標登録リストの作成出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合は通知を送信する日から３０日以内に修

正するよう出願人に通知する必要がある。 

（ｂ）商標権者が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その

出願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、法第３０条（ｂ）に基づき登録リストを作

成し、商標権者に通知する必要がある。 

 

第１６章 

更新 

６２．商標権者は、商標登録の有効期限前６か月以内あるいは登録期限終了後の特別措置と

して６か月以内であれば、出願書 TM-１１を使用して登録機関に更新を出願することがで

きる。 

６３．第６２条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）商標登録番号 

（ｂ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｃ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、商標権者の永住国又は法人の所在地

が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式



 

 

に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）登録有効期限の日付 

（ｅ）商標登録の更新出願に支払われる手数料の金額と、手数料が支払われたことを証

明するもの（登録期間終了後の特別措置として６か月以内に更新出願を行った場

合は指定された延滞料金を支払う必要がある） 

６４．登録機関は変更登録の出願について 

（ａ）情報に不備があることが判明した場合、有効期限前６か月以内又は登録期限終了

後の特別措置として６か月以内に作成するように商標権者に通知する必要がある。 

（ｂ）商標権者が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成しなかった場合、その

出願は無効とみなされ、登録リストに商標の登録リストの終了は記録され、公示さ

れる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、法第３６条の（ｂ）又は（ｃ）に基づき商

標登録は更新され、有効期限が変更されて登録リストに記録される。変更の確認も

商標権者に送信され、公示される。 

６５．（ａ）商標登録の更新の公示には、以下の内容が含まれる。 

ⅰ．商標登録番号 

ⅱ．商標権者の氏名及び完全な住所 

ⅲ．商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及

び完全な住所 

ⅳ．新規商標登録の有効期限の日付 

（ｂ）商標登録の抹消の公示には以下を含める必要がある。 

ⅰ．商標登録番号 

ⅱ．商標権者の氏名及び完全な住所 

ⅲ．商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及

び完全な住所 

ⅳ．商標登録の抹消の理由 

 

第１７章 

商標権譲渡の記録 

６６．登録した商標の商品及び役務、商品又は役務全体又はその一部の個人又は法人への商

標権譲渡を登録するために、商標権者又は譲渡を受ける者は出願書 TM-１２を使用して登

録機関に出願することができる。 

６７．第６６条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）商標の登録番号 

（ｂ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｃ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び



 

 

完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、商標権者の永住国又は法人の所在地

が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式

に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｄ）譲渡を受ける者の氏名及び国民 ID カード番号、又は外国人の場合はパスポート

番号及び完全な住所、法人名で出願する場合はその名称、登録番号、種類、その設

立国名及び完全な所在地 

（ｅ）譲渡を受ける者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番

号及び完全な住所、（出願書 TM-２を添付すること、譲渡を受ける者の永住国又は

法人の所在地が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人

によって正式に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｆ）譲渡する商標権の番号とリスト 

（ｇ）商標権譲渡の登録出願に支払われる手数料の金額と、手数料が支払われたことを

証明するもの 

６８．登録機関は、商標権譲渡を記録する出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知を送付する日から３０日以内に修正

するよう商標権者又は譲渡を受ける者に通知する必要がある。 

（ｂ）商標権者又は譲渡を受ける者が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成し

なかった場合、その出願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、商標権の譲渡を文書化し、商標権者及び譲

渡を受ける者は通知され、公示される。 

６９．登録商標の商品又は役務の種類の一部のみの商標権譲渡を記録するために出願が行

われた場合 

（ａ）登録機関は、元の登録リストに残るリストと、その部分商標権の譲渡を記録する

ために適用されるリストを重複なく識別する必要がある。 

（ｂ）登録機関は元の登録と現在の部分登録出願を関連付けるために登録に添付され

た完全な情報を新しい登録として記録する必要がある。 

（ｃ）登録機関は、その部分商標権の譲渡を新規登録するための新しい商標登録番号を

発行するものとする。 

７０．法第４３条に従い、商標権の譲渡を記録する出願の公告には以下の内容が含まれるも

のとする。 

（ａ）商標の登録番号 

（ｂ）商標権の譲渡を記録する番号とリスト 

（ｃ）譲渡を受ける者の氏名及び完全な住所 

（ｄ）譲渡を受ける者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番

号及び完全な住所 

７１．法第４２条（ａ）に従い、商標登録出願の譲渡登録出願に当たって商標権の譲渡を記



 

 

録するには、出願と同じ方法で行う必要がある。 

 

第１８章 

実施権の記録 

７２．商標権者又は使用許諾を受けた者は、登録商標及びその商標の商品又は役務の種類を

登録するために出願書 TM-１３を使用して登録機関に出願することができる。 

７３．第７２条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｂ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、商標権者の永住国又は法人の所在地

が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式

に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｃ）実施権被許諾者の氏名及び国民 ID カード番号、又は外国人の場合はパスポート

番号及び完全な住所、法人名で出願する場合はその名称、登録番号、種類、その設

立国名及び完全な在地 

（ｄ）実施権被許諾者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番

号及び完全な住所、（出願書 TM-２を添付すること、実施権被許諾者の永住国又は

法人の所在地が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人

によって正式に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｅ）実施権の商標登録番号 

（ｆ）実施権の番号とリスト 

（ｇ）実施権を文書化するための出願に支払われる手数料の金額と、手数料が支払われ

たことを証明するもの 

７４．（ａ）実施権を文書化するために出願する場合、商標権者と実施権被許諾者の間に両

当事者が署名した契約書をともに提出する必要がある。 

（ｂ）実施権を文書化するために出願する際に、共有商標の場合は、共有者は署名入り

の同意書を提出する必要がある。 

７５．登録機関は実施権を文書化するための出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知を送信する日から３０日以内に修正

するよう商標権者又はその実施権被許諾者に通知する必要がある。 

（ｂ）商標権者又は実施権被許諾者が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作成し

なかった場合、その出願は無効とみなされる。 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、実施権を文書化し、商標権者又は実施権被

許諾者に通知し、公示する必要がある。 

７６．実施権を公示する場合、次の内容を含める必要がある。 

（ａ）実施権を許可する商標登録番号 



 

 

（ｂ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｃ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所 

（ｄ）実施権被許諾者の氏名及び完全な住所 

（ｅ）実施権被許諾者は出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID

カード番号及び完全な住所 

（ｆ）実施権の番号とリスト 

 

第１９章 

実施権の記録の取消 

７７．商標権者又は実施権被許諾者は、記録された実施権の取消を行うために法第４８条に

基づき出願書 TM-１４を使用して登録機関に出願することができる。 

７８．第７７条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｂ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、商標権者の永住国又は法人の所在地

が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式

に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｃ）実施権被許諾者の氏名及び国民 ID カード番号、又は外国人の場合はパスポート

番号及び完全な住所、法人名で出願する場合はその名称、登録番号、種類、その設

立国名及び完全な所在地 

（ｄ）実施権被許諾者が代表者を選任する場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及

び完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、実施権被許諾者の永住国又は法人

の所在地が国内でない場合、出願書は永住国又は法人が所在する国の公証人によ

って正式に認証されるものとし、TM-２の写しを提出すること） 

（ｅ）実施権の商標登録番号 

（ｆ）登録記録から取消を求める番号とリスト 

７９．実施権の記録の取消を出願する場合、次のいずれかの書類を添えて提出する必要があ

る。 

（ａ）実施権の記録の取消出願と関連する手続、又は 

（ｂ）商標権者と実施権被許諾者の間の取消出願を両当事者が署名した契約書 

８０．登録機関は実施権の記録の取消出願について 

（ａ）情報が不足していると決定された場合、通知を送信する日から３０日以内に修正

するよう商標権者又はその実施権被許諾者に通知する必要がある。 

（ｂ）商標権者又は使用許諾を受けた者が（ａ）に基づき指定された期間内に出願を作

成しなかった場合、その出願は無効とみなされる。 



 

 

（ｃ）情報が完全であると決定された場合、実施権の記録取消を行い、商標権者又は実

施権被許諾者に通知し、公示する必要がある。 

８１．実施権の記録の取消の公示には次の内容を含める必要がある。 

（ａ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｂ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所 

（ｃ）実施権被許諾者の氏名及び完全な住所 

（ｄ）実施権被許諾者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番

号及び完全な住所 

（ｅ）実施権の商標登録番号 

（ｆ）登録記録から取消を求める番号とリスト 

 

第２０章 

商標登録の違反宣言及び取消宣言 

８２．（ａ）利害関係者は、登録された商標が法第２条（ｊ）の要件を満たさない商標であ

る場合、又は法第１３条にある拒絶理由や法第１４条に関連する何らかの拒絶理

由がある場合、登録すべきではない商標であるという証拠を添えて商標登録の違

反宣言を出願書 TM-１５で登録機関に出願することができる。 

（ｂ）出願日から３年以内に利害関係者により一切使用されていない商標、３年連続で

停止されている商標、又は商品の種類、関連するコンテンツ、品質、量、目的の用

途、価値、原産地、製造時期の表示、現代の語彙において一般用語になりつつある

表示、取引分野で慣例的かつ実務的な用語となっている表示を付した商標に対し

て、専用商標又は商標登録を抹消する場合、出願書 TM-１６を使用して登録機関

に出願することができる。 

（ｃ）（ａ）又は（ｂ）に基づき出願する際は、受理審査のために機関が定める手数料

を支払う必要がある。 

８３．第８２条に基づく出願には、少なくとも以下を含める必要がある。 

（ａ）違反宣言又は取消宣言が出願された商標の登録番号 

（ｂ）商標権者の氏名 

（ｃ）違反宣言又は取消宣言の番号とリスト 

（ｄ）違反宣言又は取消宣言の出願人の氏名及び国民 ID カード番号、又は外国人の場

合はパスポート番号及び完全な住所、法人名で出願する場合はその名称、登録番号、

種類、その設立国名及び完全な所在地 

（ｅ）違反宣言又は取消宣言の出願人が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国

民 ID カード番号及び完全な住所（出願書 TM-２を添付すること、違反宣言又は

取消宣言の出願人の永住国又は法人の所在地が国内でない場合、出願書は永住国



 

 

又は法人が所在する国の公証人によって正式に認証されるものとし、TM-２の写

しを提出すること） 

（ｆ）商標登録の違反宣言又は取消宣言の出願に支払われる手数料の金額と、手数料が

支払われたことを証明するもの 

８４．利害関係者は法第１４条の関連する拒絶理由に基づき違反宣言を出願する場合、第８

３条に記載した手続証明書に加えて、次の関連情報を添付する必要がある。 

（ａ）法第１４条（ａ）に基づき違反宣言される場合 

ⅰ．自身が登録した、又は最初に出願した、又は優先権を出願した、又は使用権が

譲渡された、もしくは使用許諾を受けた商標と同一又は類似の商標であるこ

との明確かつ完全な説明 

ⅱ．登録した、又は最初に出願した、又は優先権を出願した商標の場合、出願書の

提出日、出願番号、登録日、商標登録番号及び優先権主張日 

ⅲ．登録出願日を表示できない商標の場合、国内権利の保護が開始された日付を登

録担当官が承認できる証拠 

ⅳ．違反宣言される出願の番号とリスト 

ⅴ．使用許諾を受けた者又は最初に商標権を得た者が出願する場合は、違反宣言を

行う権利の説明 

（ｂ）法第１４条（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）にある情報に基づき違反宣言を出願

する場合は、それに関する証拠 

８５．個人又は法人が法第１４条に記載された異議申立てに関連する拒絶理由に基づき違

反宣言を出願する場合、その各理由には第８４条で指定された情報が含まれるものとする。 

８６．商標の違反宣言又は取消宣言の出願には関連書類の写しを２部提出する必要がある。 

８７．登録機関は、法第５０条又は第５１条に従い違反宣言又は取消宣言の通知を受け取っ

た場合、 

（ａ）出願を確認した後、まず出願を受理するか否かを決定し、出願人に通知する必要

がある。 

（ｂ）（ａ）に基づき、出願人は出願受理通知の日から６０日以内に理由と証拠を提示

する必要があり、周知商標の場合はその証拠を提示するよう求められる。出願人は、

提出した出願書類と証拠を商標権者に送付する必要がある。出願人が指定された

期間内に出願書を提出しなかった場合、出願書は無効とみなされる。 

（ｃ）商標権者は、（ｂ）に基づき出願人に対して証拠以外に商標の使用に関する証拠

と周知商標に関する証拠などの追加証拠を要求し、その証拠の要求がない場合、答

弁書とともに必要な証拠書類を通知日から６０日以内に商標権者に通知する必要

がある。 

（ｄ）商標権者が追加の証拠を要求する場合は、使用又は不使用の実質的な証拠を通知

日から６０日以内に提出するように出願人に通知する必要がある。 



 

 

（ｅ）出願人が追加の証拠を提出する場合、答弁書を通知日から３０日以内に提出する

よう商標権者に通知する必要がある。 

（ｆ）更なる説明が必要と思われる場合、関係者に対して追加の理由又は証拠を通知日

から３０日以内に提出するよう求めることができる。 

（ｇ）必要に応じて、両当事者は審問のために召喚される。 

（ｈ）決定は、提示された理由、証拠、商品又は役務の種類と手続に基づき行われる。 

（ｉ）法第５０条（ｆ）と法第５１条（ｆ）に基づき、登録リストに決定を記録し、商

標権者に通知する上で、公示する必要がある。 

８８．第８７条（ｉ）に基づき、公示には次の内容を含める。 

（ａ）商標の登録番号 

（ｂ）商標権者の氏名及び完全な住所 

（ｃ）商標権者が代表者を選任している場合は代表者の氏名、国民 ID カード番号及び

完全な住所 

（ｄ）商標登録の違反宣言又は取消宣言の理由 

（ｅ）商標登録に関して違反宣言又は取消宣言を行う番号とリスト 

（ｆ）商標登録の違反宣言又は取消宣言の日付 

 

第２１章 

代表者の選任と権限の委任 

８９．（ａ）出願人、異議申立人、受益者又は利害関係者に代表者を選任する場合、国内に

居住し、国民 ID カードを所有し、１８歳以上であり、機関が指定する資格を満た

している者を出願書 TM-２を使用して選任するものとする。 

（ｂ）その代表者を選任する際には、少なくとも以下の事項を記載する必要がある。 

ⅰ．出願人、異議申立人、受益者又は利害関係者のいずれかの氏名及び完全な住所 

ⅱ．代表者の氏名、国民 ID カード番号及び完全な住所 

ⅲ．代表者に委任する商標に関する情報 

ⅳ．代表者の権限 

９０．第８９条に基づき、代表者を選任する過程で複数の代表者を選任することができる。 

その選任に当たって出願書には代表者の名前と情報を記載し、他の代表者の情報もともに

提出する必要がある。 

９１．出願人、異議申立人、受益者又は利害関係者は、商標登録出願を含むあらゆる出願に

おいて代表者が選任されている場合、出願書 TM-２の写しを提出する必要がある。 

９２．出願人、異議申立人、受益者又は利害関係者は、その永住国又は法人の所在地が国内

でない場合、出願書が永住国又は法人が所在する国の公証人によって正式に認証されるも

のとし、TM-２の写しを提出する必要がある。 

９３．（ａ）代表者によって選任された場合、登録担当者は行うべき事項について代表者に



 

 

のみ連絡を行うものとする。 

（ｂ）選任された代表者が登録機関に連絡するために行われたすべての行為は、選任さ

れた代表者が行ったものとみなされる。 

９４．（ａ）複数の代表者を選任している場合は、出願書に記載されている代表者のみが代

表者として連絡を受けるものとする。 

（ｂ）商標登録出願に複数の代表者が記載されている場合、当局が指定する電子出願で

出願を行う際には電子利用の代表アカウント(User Account)を開設した代表者の

みに連絡するものとする。 

（ｃ）登録機関は、代表者の選任に関連して必要であれば、通知日から３０日以内に出

願書 TM-２を提出するよう代表者に指示することができる。 

９５．代表者が選任されていない場合や代表者の選任に関して本規則の要件を満たしてい

ない場合、登録機関はあらゆる通知について出願人、異議申立人、受益者又は利害関係者の

みに行うものとする。 

９６．代表者の選任に関し、代表者の選任変更は、受理審査のために登録機関が定める手数

料を支払った上で、必要書類を添えて出願書 TM-１７で登録機関に提出するものとする。 

 

第２２章 

その他 

９７．（ａ）本法及び本規則に基づき出願する場合には、当局が定める出願書により出願し

なければならない。 

（ｂ）商標登録事項に関連して支払われる手数料は、当局が中央委員会を通じて連邦政

府の承認を得て決定され公示されたとおり支払われるものとする。 

（ｃ）商標出願の場合、国際商標分類(Nice Classification)により１つ以上の区分番号の

出願が可能であり、出願に複数の区分番号が含まれる場合、区分番号の数に応じて

所定の手数料を支払うこととなる。 

９８．商標登録に関して登録機関が下した決定に不服のある者は、その決定の公示日から６

０日以内に著作権に関する政府機関の規定に従って政府機関に不服を申し立てることがで

きる。 

９９．商標登録に関連する事項の公示では当局のホームページ(Website)を通じて電子シス

テムや当局の出版書籍(Publication Book)で公示する必要がある。 

１００．本法又は本規則に従って登録機関に提出された出願書に添付された書類及びその

他の連絡書類がビルマ語又は英語でない場合、ビルマ語又は英語に訳す必要がある。翻訳が

正確であることを出願人又はその代表者が署名する必要がある。 

１０１．（ａ）いかなる期間も、年間期間の終了日を計算する際には、その期間が開始した

日から計算されるものとする。計算開始日が２月２９日の場合は、期間満了の年の

２月２８日に期間満了したものとみなされる。 



 

 

（ｂ）いかなる期間も、月ごとの終了日を計算する際には、その期間が開始した日から

計算されるものとする。月の日数に違いがあるため、計算する際には各月の末日の

みが有効期限となる。 

（ｃ）いかなる期間も、有効期限を計算する際には、その期間が開始した日から計算さ

れるものとする。 

１０２．（ａ）本法及び本規則に定められた期間を延長したい場合、出願人は指定期間満了

前に、正当な理由があれば、機関が定める手数料を支払った後、出願書 TM-１８

を使用して登録機関に出願することができる。 

（ｂ）登録機関は（ａ）に従って出願を検証し、理由が正当な場合は期間を延長し、出

願人に通知するものとする。 

期間延長は、１回につき３０日以内で最大４回まで認められる。 

（ｃ）（ｂ）に基づき、登録機関が期間の延長を許可した後は、災害など予期せぬ特別

な場合に３０日間の１回限りの延長が認められる場合を除き、それ以上の期間の

延長は許可されないものとする。 

１０３．登録機関 

（ａ）商標登録については、当局によって発行された出願様式を一般人が周知して利用

できるよう改めて公告しなければならない。 

（ｂ）商標登録事項に関連する機関は、中央委員会を通じて連邦政府の承認を得て決定

され公示された手数料と当局が指定する支払方法を一般人が周知し利用できるよ

う改めて公示しなければならない。 

１０４．支払われた手数料は、いかなる状況においても返金されない。 

配付先 

国家計画行政評議会議長局 

国家計画行政評議会事務局 

国家計画行政評議会局 

連邦政府事務局 

国会議事堂 

国会事務局 

連邦最高裁判所 

国家憲法裁判所 

連邦選挙管理委員会事務局 

すべての連邦省庁 

連邦会計監査長官室 

連邦公務員機構 

ネピドー評議会 

すべての地方/州政府 



 

 

ミャンマー中央銀行 

汚職防止委員会事務局 

ミャンマー国家人権委員会事務局 

商務省局長 

消費者問題局局長 

著作権部局長 

ミャンマー貿易促進機構局長 

印刷出版部局長                   ｝ミャンマー官報にて公示予定 

ミャンマー共和国商工業者連盟会長 

（姉妹団体への更なる配付要請とともに送付） 


